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「あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 

今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

 
環境省は2007年度より、工場跡地の大規模開発などによって発生する汚染土壌の物流管理システ

ム構築に着手します。再開発の進む大都市圏において発生する汚染土壌は、処分場や処理施設のあ

る地方へ大量に移動しています。汚染土の外観は普通の残土と変わらないため、発生場所から処理・

処分場所までの広域的な移動を把握できるシステムを構築することで、汚染の拡散を防止します。 

発生場所からの移動を追跡管理することで適正な浄化を促すため、まずマニフェスト（産業廃棄物

管理票）制度など既存の物流管理システムの実態調査を進めながら、09 年をめどに電子情報システ

ムとして構築を目指します。また、マニフェスト制度など電子情報システムを活用した既存の物流管理

の仕組みを調査、搬出汚染土の管理に適した物流システムを構築します。07年度は各種管理システム

を整理解析し、約 2 年間の現場での試行調査を踏まえた上で 09 年度をめどにシステム整備を完了し

ます。 

一方で、浄化後の土壌は埋め戻し土や骨材などの建築資材として用いることが可能ですが、現状

では再生土の品質確認の目安がないために利用は進んでいません。このため再生利用を目標とした

浄化方法や再生土の安全性を担保するための指針を策定することで、利用の促進を図ります。また

再生土の品質確認を効率かつ迅速に行うための測定技術や、品質管理を精密化・高度化するための

技術の開発なども積極的に展開し、処理の効率化を促していきます。 

 

当社では VOC、有害金属、農薬類、油など土壌汚染調査およびコンサルティングには多数の実績が

あります。土壌分析に関しましては、ぜひ一度ご相談ください。 
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機器分析箇所 有賀久枝 
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